
議案第42号 

 

多可町コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例の制定について 

 

多可町コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するこ

とについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号の規定により、

議決を求める。 

  

  令和５年６月２日提出 

                   

多可町長 吉 田 一 四     

 



多可町コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例 

令和 年 月 日 

条例第    号 

多可町コミュニティプラザ条例（平成22年多可町条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

別表第２中コミュニティプラザの項を次のように改める。 

中コミュニ

ティプラザ 

大会議室 1,100円 

中会議室 660円 

調理室 770円 

和室（15畳） 380円 

和室（12畳） 330円 

第１会議室 440円 

第２会議室 660円 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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多可町コミュニティプラザ条例の新旧対照表  

 

現            行 改            正 

別表第２（第８条関係） 別表第２（第８条関係） 

名称 区分 金額（１時間につき） 

中コミュニテ

ィプラザ 

大会議室 1,100円 

中会議室 660円 

調理室 770円 

和室（15畳） 380円 

和室（12畳） 330円 

加美コミュニ

ティプラザ 

大ホール 1,100円 

中ホール 660円 

学習室１ 330円 

研修室１ 440円 

研修室２ 330円 

研修室３ 220円 

研修和室（楓の間） 380円 

和室（鶴亀の間） 380円 

茶道室 220円 

名称 区分 金額（１時間につき） 

中コミュニテ

ィプラザ 

大会議室 1,100円 

中会議室 660円 

調理室 770円 

和室（15畳） 380円 

和室（12畳） 330円 

第１会議室 440円 

第２会議室 660円 

加美コミュニ

ティプラザ 

大ホール 1,100円 

中ホール 660円 

学習室１ 330円 

研修室１ 440円 

研修室２ 330円 

研修室３ 220円 

研修和室（楓の間） 380円 
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現            行 改            正 

（略） 
 

和室（鶴亀の間） 380円 

茶道室 220円 

（略） 
 

 


	01かがみ（議案第42号）多可町コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例
	02改め文（議案第42号）多可町コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例の制定について
	03新旧（議案第42号）多可町コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例の制定について

